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【アウトカム】

Ⅱ　公共事業評価経過                                                       

（１）事業実績及び今後の計画 （進捗状況は令和４年度末時点の見込み）

H28 H29 H30 R1 R2 R３ R4 R5
L=260ｍ L=60ｍ L=56m   

（２）進捗状況

２．事業効果

R3現在

合計（Ｂ） 7,278 合計（Ｃ） 4,365 1.67

R3現在 ●「海岸事業の費用便益分
析指針」（農林水産省、国
土交通省H16改正）に基づ
き算出
●経済効果の合計と費用の
合計は、「工期＋５０年」
の累計で算出しH28年度に
現在価値化している。
●経済効果の合計と費用の
合計は、丸松海岸全体
（L=3.1km)で算出してい
る。
●算定年度はH28年度
（2016年度）

侵食防止便益 80 護岸工・消波工 4,365

浸水防護便益

起点側を中心に260m、全体延長の69%の整備が完了。
H29に修正設計等を実施したことや、R4以降の工事工期を短縮したことにより事業期間を延伸しているが、R4に60m、R5に56mの工事を
実施して地区完了する予定であり、今後の事業実施に当たって特に大きな支障はない。

ｂ
ａ：概ね予定どおり実施している。
ｂ：事業計画・期間等を変更し実施する。
ｃ：問題が生じ、実施に支障をきたしている。

7,198

項 目 R3現在

経済効果の内訳（百万円） 費用の内訳（百万円） Ｂ／Ｃ 備 考

項 目

測量設計費

Ⅳ　事業の実施状況

１．進捗状況

施工（工種）区分 工 事 内 容 進捗状況 事業費（百万円）

護岸工・消波工 L=376ｍ 86% 1,065

調査・設計 100% 80

用地費及補償費 用地買収・物件補償 100% 1

事

業

経

過

事業採択

(2020)

前回評価

３．事業効果を及ぼす
　地域・対象

●　農地浸水被害区域82.8ha

４．関連する事業
事 業 名 事 業 主 体 事 業 期 間 事業費（百万円） 事 業 内 容

事前評価
又は当初

H28
(2016)

H28
(2016)

H28
(2016)

H28
(2016)

２．事業検討の手続
（住民ﾆｰｽﾞの把握等）

●　H26年（2014年）4月　遠別海岸の現状・対策方針について遠別町役場と打合せ
●　H27年（2015年）3月　遠別海岸の現状・対策方針・整備要望について遠別漁協と打合せ
●　H28年（2016年） 丸松地区に着手

1,146 516 210 810 71%
(2021) (2023)

今回評価
R3 R5

変更理由・内容

(1)現地調査の結果、終点部の侵食が拡大しており、このまま放置すると築造される護岸施設の倒壊やさらなる背後農地の侵食等が懸念されることか
ら、整備延長を追加したことに伴う事業量・事業費の増
(2)平成29年に日本海沿岸部において新たに津波地震動の基準が設定され、護岸天端高等の再検証及び修正設計に時間を要したことから、2年事業
期間を延伸
(3)既存の消波ブロックを一部再利用する予定であったが、新材へと変更することに伴う事業費の増
(4)令和3年11月に地区近傍で海岸の侵食災害が起きるほどの波浪が発生したことから、施工業者への安全を配慮して工事工期を冬期にかからずに
短縮させる方針に変更したことから、1年事業期間を延伸

Ⅲ　事業採択前の状況

１．事業採択に至る
　経過と背景

●　S36年（1961年）5月　建設海岸として海岸保全区域に指定
●　S37年（1962年）保全事業を開始
●　H25年（2013年）9月　農林水産省所管農地海岸として海岸保全区域の指定を変更
●　H26年（2014年）農地海岸として保全事業を開始

5

405
H32

900
経
過
年
数

事

業

費

総事業費(a)

計 900 1,146

着手 評価年度 完了予定 進捗率(b)/(a)道負担額 当該年度事業費 累計事業費(b)

平時、災害時を問わず、いかなる事態においても安
定した食料供給機能を維持できるよう、耐震化や老
朽化対策などの防災・減災対策も含め、農地や農業
水利施設等の生産基盤の整備を着実に推進する。

関連する指標 －

（単位：百万円）

総合計画での
位置付け

施策名 農業農村基盤整備における防災・減災対策の推進 総合計画：大項目 生活・安心

総合計画：中項目 強靱な北海道づくりとバックアップ機能の発揮 総合計画：小項目 被災リスクの最小化に向けたバックアップ機能の発揮

施策目標

○測量設計費　調査・設計 80 80

事業目的・目標

●当海岸は天塩沿岸のやや北側に位置し、西に面し
た比較的遠浅の海岸であり、背後地は畑や牧草地が
広がる優良な酪農畑作地帯となっている。
●近年の度重なる低気圧の接近に伴う高潮や冬期間
の波浪により、侵食が急激に進行している状況であ
る。このため、護岸工及び消波工を設置することに
より、農地等の保全を図るものである。

事 業 概 要
　当海岸の護岸工未設置の箇所において長期的に海岸の侵食が年々進行して
おり、農地等に被害が想定されるため背後地の防護対策を図る。

工 事 費 内 訳

（百万円） （百万円）

護岸工 当初計画

●浸水するおそれのある農地面積
　82.8ha → 0ha

○用地費及補償費　用地買収・物件補償 1 1

今回評価

○全　体　　L=350ｍ → L=376m

○護岸工・消波工　　L=350ｍ → L=376m 819 1,065

630 516
事 業 費 1,146 百万円 負 担 割 合

55.0% 45.0%

Ⅰ　基本事項（基準日時点）

事 業 種 別 道営農地防災事業費（海岸保全施設整備事業（侵食対策）） 地区名 丸松
まるまつ

市町村名 遠別町

市町村 その他

（様式3）

令和３年度（2021年度）公共事業再評価調書 基準年月日 －

調 書 番 号 － 所 管 部 農政部
作成責任者 農政部農村振興局農村整備課長　五十嵐　尚

担当係 農地防災係（内）２７－６２５
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（１）環境上の配慮及び課題

（２）事業推進に対する住民の動向

（３）その他の課題

補足資料
Ⅶ　事業計画変更　                                                  

再評価

変更理由・内容

変更①：事業量・事業費の変更
　　　　・現地調査の結果、終点部の侵食が拡大しており、このまま放置すると本地区において築造される護岸施設の側面からの横波等の
　　　　　影響による護岸背面の侵食による施設の倒壊やさらなる背後農地の侵食等が懸念されることから、安定した天然護岸まで、本地区
　　　　　の整備延長を追加したことに伴う事業量・事業費の増
　
　　　　事業期間の延伸
　　　　・平成29年度より整備を実施する予定としていたが、平成29年に本地区が位置する日本海沿岸部において新たに津波地震動の基準
　　　　　が設定されることが判明し、護岸天端高・施設規模等についての再検証及び修正設計が必要となったこと、また施工延長が伸びた
　　　　　ことによる、完了予定年度の2年延伸

変更②：事業費の変更
　　　　・既存の消波ブロックを一部消波工として再利用する予定であったが、利用予定であったブロックでは必要重量に達しない
　　　　　ことが判明したため、新材へと変更することに伴う事業費の増

変更③：事業期間の延伸
　　　　・令和3年11月に地区近傍で海岸の侵食災害が起きるほどの波浪が発生したことから、施工業者への安全を配慮して工事工期を
　　　　　波浪の影響が懸念される冬期にかからずに完成させる方針に変更したことによる完了予定年度の1年延伸。

5変更⑩

変更⑧

変更⑨

変更⑦

変更⑥

変更④

変更⑤

1,146 516 210 810 71%
(2021) (2023)

変更②
R1 R4

変更③
R3 R5

1,060 477
(2018) (2022)

(2019) (2022)
1,146 516

H30 H34

事前評価
又は当初

H28
(2016)

H28
(2016)

H28
(2016)

H28
(2016)

２．その他の取組
　事項

（単位：百万円）

事

業

経

過

事業採択 着手 変更年度 完了予定

経

過

年

数

事

業

費

H32
900 405

総事業費(a) 道負担額 当該年度事業費 累計事業費(b) 進捗率(b)/(a)

(2020)

変更①

左記以外の変更

無 有

Ⅵ　備　　考

１．評価履歴

事前評価：該当なし
再評価　：該当なし

４．対処方針

事業の必要性に変化はなく、地元からの早期完成要望も受けているため、令和５年度（2023年度）の完成を目指して事業を継続する。

ａ ａ：継続　　ｂ：終了　　ｃ：休止　　ｄ：中止

事業期間変更の有無 有 事業費変更の有無 有 事業内容変更の有無
目的・規模等に係る変更

２．事業を推進する
　上での課題

●水質汚濁の防止のため、護岸前面堆積土砂掘削埋め戻しは満潮時を避ける等水質環境に配慮した施工を行う。

●事業着手以降、留萌地域総合開発期成会を通じて整備促進要望が行われている。

●特になし

３．事業達成の
　見込み

今後の事業実施に当たって特に大きな支障や課題はないが、予定年度での完了に向けて今後は要望どおりの予算を配当する必要がある。

ａ
ａ：現時点では事業の進捗に影響する課題はなく、達成が見込まれる。

ｂ：課題はあるものの達成は可能である。

ｃ：大きな課題があり達成には相当の困難が予想される。

Ⅴ　評　　価

１．必要性

●海岸の侵食が進行しており、農地等に被害が及ぶ危険性が生じたままであるため、事業の必要性に変化はなく、着実に事業の推進を図る必
要がある。

ａ
　ａ：事業の必要性に変化はなく予定どおり事業を推進する。　　　ｂ：着工後の状況変化により事業計画の変更が必要である。

　ｃ：着工後の状況変化により事業推進の是非を判断する必要がある。

３．コスト縮減
　などの取組

取 組 の 項 目 取 組 内 容 縮減額（百万円）

二次製品による護岸工の施工 現場打コンクリート施工と二次製品を経済比較し、安価な二次製品を採用した。 36
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EP=376

BP=0

北海道天塩郡
　 て　　　しお

遠別町
　えん　べつ

凡　　　　　　　例

施　設　位　置

防　護　面　積
１：２５，０００

1000 0 2000m1000

道営農地防災事業費 海岸保全施設整備事業（侵食対策）丸松地区

・

丸松地区




